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●現実的な被害が発生していれば解雇も可能
　この事例のように、チームを組織して業務を行う場
合や、小規模の事業所などで業務を行う場合には、
チームワークが必要不可欠といえます。また、その
チームワークは、各人の協調性がなくては維持できま
せん。極めて独善的で他罰的な人間がチームに存在
していると、組織の秩序を乱す結果になることは火を
見るより明らかです。
　このような著しく職場環境を悪化させる原因を作
る社員に対しては、一般的に解雇可能とされていま
す。実際の裁判例においても、協調性の欠如を理由と
する解雇を有効としたものが多く見られます。
　しかし、協調性の欠如を理由とする解雇を有効で
あるとした裁判例に共通していえることは、単に協調
性がないという事実のみで解雇を有効としていない
点です。具体的には、社員がとった具体的な行動と、
それが原因で会社が被った被害が明確でなければな
らず、会社や事業運営において特段の支障を生じて
いない場合や、まだまだ改善の余地が考えられる場
合では、解雇が無効とされている裁判例もあります。
　この事例の場合、チームとしての機能が不全とな
り、話もまとまらない、計画も遅れるという現実的な
被害が発生していますので、状況的には解雇可能で

あると考えられます。
●注意・指導の経緯をきちんと記録しておく
　万が一、解雇の正当性を争うようなことになった場
合、会社側としてその都度、注意・指導を行ってきた
かがポイントとなります。仮にそれらを行わなかったと
しても、注意しなければならなかった出来事や経過、
結果についてきちんと記録をしておくことは、後々にト
ラブルとなった場合には重要な証拠となるでしょう。
　また、ある程度の規模を有する会社の場合は、配
置転換の可能性も考えなければなりません。もっと
も、これは事例のように職種限定で採用している場
合など、配置転換が難しい場合は除きます。
●パフォーマンスの可能性もある
　アメリカの心理学者Ａ・Ｈ・マズローは、人間が行
動を起こすのはそこに欲求や欲望があるからだという
説を唱えています。彼は、その欲求や欲望を低次のも
のから順に、①生理的欲求、②安全欲求、③帰属・社
会欲求、④承認欲求、⑤自己実現欲求と分類し、低次
ものから満たされるものであると論じました。
　例えば、①の「眠たい」「食べたい」という生理的欲
求が満たされれば、②の「安らかに過ごしたい」とい
う安全欲求を満たそうとし、それが満たされれば、③
の「どこかに所属したい」という帰属・社会欲求を満
たそうとするのです。
　一般的に会社で働く従業員であれば、この③まで
は満たしていることになります。これが意味するとこ
ろは、すなわち、従業員は④の「認められたい」という
承認欲求を満たそうとしているか、あるいはそれが満
たされているのであれば、⑤の「自分の夢を実現した
い」という自己実現欲求を満たそうとしているといえ
ます。
　さて、協調性が欠けている社員の場合、④の承認
欲求が満たされないがゆえの結末であることが往々
にしてあります。つまり、彼らは人に認められたいと
思っているのですが、良いことをして認めてもらうこ
とが残念ながらできないので、本能的に自然と悪い
ことをして認めてもらおうとするのです。
　パフォーマンス型の協調性欠如社員に対しては、
じっくりと面接などで話し合い、当人の長所を認めて
あげる努力と姿勢を会社として忘れてはなりません。
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　当社の企画立案チームの一員が、仲間と一線を画
し、極めて非協力的で自分勝手に作業を行い、共同
で作業を進めていくことを考えていません。そのた
め、他のメンバーから彼を外してくれとの要請がきて
います。しかし、彼を企画担当とする条件で入社させ
ているので処遇に困っています。この場合、どのよう
に扱えばよいのでしょうか？
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中国人観光について

協調性に欠ける自分勝手な社員
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　最近、沖縄でも中国人観光客が話題になっている。これからの沖縄観光業
界にとって重要なターゲットである中国人観光客の特徴などを、データを
使って簡単に説明したい。

●数次ビザ、トップセールスで中国客を誘致
　沖縄における中国に関する最近の大きなニュース
といえば、中国人向けの数次ビザの発行と、北京―
沖縄直行便の就航だろう。数次ビザは中国人観光客
を対象に発行され、1回目の訪日時に沖縄に1泊以上
滞在すれば、その後3年間、何度でも日本国内に渡
航が可能となるビザである。また、7月28日には、中
国・海南航空の北京―沖縄直行便も就航した。
　7月中旬には仲井眞弘多県知事を団長とした「トップ
セールス」訪中団が北京、上海を訪問した。私もこの
トップセールスに同行し、数次ビザの宣伝活動、直行便
の就航支援に携わることができ、県が中国人観光客の
誘致に力強く取り組んでいることを大いに実感した。
　2010年度に沖縄を訪れた観光客数571万7,900人
のうち外国人は28万2,800人で全体の4.9％。台湾
（約11万7,000人）、香港（約5万人）、中国本土（約
2万4,000人）、韓国（約1万9,000人）の４つの国と
地域で全体の70％以上を占めている。
●外国で買物をしたほうがお得
　外国人観光客のうち、特に香港からの観光客の増
加が著しい。2010年度は前年度と比較して68.9％（約
2万人）増となっている。ある調査によれば、香港から
の観光客の沖縄での平均消費額は1人あたり10万円と
いわれている。観光客約5万人が10万円ずつ使ったと
すると、単純計算で経済効果は50億円にもなる。
　また、中国本土からの観光客の購買意欲も旺盛だ。
中国人観光客の購買意欲は、日本だけではなく、欧米
などでも注目されており、世界的に見ても観光ビジネ
スの分野で重要なターゲットになっている。
　中国人観光客の購買意欲が高い理由として、中国では
輸入品、特に嗜好品に対しての関税が高いため、中国国
内で買うとかなり高額となってしまうという点を挙げるこ

とができる。例えば、国外で約70万円で販売されている
高級時計は、中国では税金が課せられ100万円になるこ
ともある。日本へのツアー料金は20万円以内なので、買
い物のために旅行したほうが得だと言われているのだ。
　もう1つの理由は、中国国内で流通している一部のブ
ランド品の品質が、世界基準より低い場合があるという
ことである。例えば、数年前、ある日本メーカーの化粧
品について、中国大陸で流通している商品に深刻な品質
問題が見つかった。中国大陸では商品の基準が整備さ
れていなかったことから、メーカーがコスト削減のため
に、日本や香港などで販売する商品よりも、低い基準で
商品を作っていたのである。今日においては、中国におい
ても法律による規制は厳しくなりつつあるが、外国で
買った商品のほうが安全、安心という声も強いようだ。
●中国における沖縄の認知度はまだまだ
　2010年に日本に訪れた中国人約141万人の中で、沖縄
に訪れたのは約2万4,000人。割合でみると1.8％にとど
まっている。また、中国人観光客141万人という数は、中国
の人口の0.01％に過ぎない。潜在的な中国人観光客に対
する市場がいかに巨大であるかがうかがえるであろう。
　数次ビザの発行、北京直行便の就航、東日本震災
の影響を踏まえると、これから沖縄を訪れる中国人は
確実に増えていくと推測され、沖縄経済に対して大き
な経済効果が期待される。
　県のトップセールスに同行した際、北京、上海の市街地
で「沖縄を知っていますか？」と質問したところ、意外にも
「知らない」と答える人が多かった。ちなみに、「琉球は？」
という質問には、「琉球なら聞いたことがありますよ」と答
える人もいた。沖縄のイメージを聞いたら、米軍基地しか
知らないと答える人が多かった。観光客誘致に向けて、ま
だやらなければいけない仕事は多く残されている。私もそ
の仕事に携わる一員として努力していきたいと思う。
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